
8広報ところざわ平成 28年 11月号

手話通訳あり 予約保育あり／ことわりのないものは11月１日㈫から申し込み開始／FAXでの問い合わせは、広報課FAX2994‐0706へ

し
て
集
積
所
に
出
す
か
、
ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー
へ
の
自
己
搬
入
も
で
き
ま
す
。

問 

環
境
対
策
課
☎
２
９
９
８
‐
９
２
３
０

11
月
の
宅
地
内
水
漏
れ
修
繕
当
番
店

　
24
時
間
対
応
し
て
い
ま
す
。
当
番
店
に

直
接
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問 

上
下
水
道
部
（
夜
間
・
休
日
は
警
備
員

対
応
）
☎
２
９
２
１
‐
１
１
０
０
FAX
２

９
２
１
‐
１
０
９
１

麻
薬
・
覚
醒
剤
乱
用
防
止
運
動

　
薬
物
乱
用
は
自
分
だ
け
で
な
く
、
周
り

の
人
生
ま
で
も
狂
わ
せ
ま
す
。
薬
物
で
お

困
り
の
方
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

問 

狭
山
保
健
所
☎
２
９
５
４
‐
６
２
１
２

平
成
28
年
度
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業

　
宝
く
じ
の
社
会
貢
献
広
報
事
業
と
し
て
、

宝
く
じ
の
受
託
事
業
収
入
を
財
源
に
行
っ

て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
助
成
事
業
の

助
成
金
で
、
新
所

沢
東
部
地
区
自
治

連
合
会
が
倉
庫
や

机
な
ど
を
購
入
し

ま
し
た
。

問 

地
域
づ
く
り
推
進
課

　
☎
２
９
９
８
‐
９
０
８
３

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
強
化
週
間

　
夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
や
ス
ト

ー
カ
ー
行
為
な
ど
の
相
談
を
受
け
ま
す
。

日 

▼
11
月
14
日
㈪
〜
18
日
㈮
午
前
８
時
30

分
〜
午
後
７
時
▼
11
月
19
日
㈯
・
20
日

㈰
午
前
10
時
〜
午
後
５
時

ホ 

ッ
ト
ラ
イ
ン
　
☎
０
５
７
０
‐
０
７
０

‐
８
１
０

問 

市
民
相
談
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
９
２

家
庭
菜
園
で
の
焼
却
は
法
令
で
禁
止
！

　
煙
や
悪
臭
の
苦
情
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。
家
庭
菜
園
か
ら
出
た
雑
草
や
枝

葉
な
ど
は
、
埋
め
た
り
生
ご
み
処
理
機

器
（
３
面
参
照
）
を
使
う
な
ど
、
燃
や
さ

ず
に
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。
家
庭
ご
み
と

達
し
次
第
終
了
し
ま
す
。

申 

問
申
請
書
を
市
HP
・
市
役
所
別
館
商
業

観
光
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
５
５
で
入

手
し
、
提
出

受
付
期
間
　
11
月
14
日
㈪
〜
25
日
㈮

◎
詳
細
は
申
請
の
手
引
き
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
市
役
所
４
階
契
約
課
、
市
HP
（

物

品
等
入
札
）
で
入
手
で
き
ま
す
。

問
契
約
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
５
８

東
町
・
御
幸
町
・
有
楽
町
の
地
図
を
作
成

　
新
し
く
正
確
な
登
記
所
備
付
地
図
（
公

図
）
を
作
成
し
ま
す
。
調
査
・
測
量
の
た

め
に
土
地
の
所
有
者
の
皆
さ
ん
に
立
ち
会

い
の
ご
案
内
を
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

作
業
期
間
　
平
成
30
年
３
月
31
日
ま
で

問 

さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
現
地
事
務
所
☎

２
９
０
３
‐
７
８
７
０

旧
暫
定
逆
線
引
き
地
区
に
お
け
る

今
後
の
街
づ
く
り
の
方
向
性

　
旧
暫
定
逆
線
引
き
地
区
（
若
松
町
・
下

安
松
・
牛
沼
・
北
中
・
上
山
口
）
の
地
権

者
に
意
向
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。
結
果

は
市
HP
（

旧
暫
定
逆
線
引
き
）
で
ご
覧

に
な
れ
ま
す
。

問 

都
市
計
画
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
９
２

夕
暮
れ
時
は
早
め
に
ラ
イ
ト
点
灯
！

　
夕
暮
れ
時
以
降
は
交
通
事
故
が
多
発
す

る
時
間
帯
で
す
。
自
動
車
な
ど
は
ラ
イ
ト

を
早
め
に
点
灯
し
、
反
射
材
を
着
用
し
ま

し
ょ
う
。

問 

交
通
安
全
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
４
０

使
っ
て
み
ま
せ
ん
か

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
新
薬
の
特

許
期
間
経
過
後
に
、
同
じ
有
効
成
分
で
製

造
し
た
薬
で
す
。
新
薬
に
比
べ
て
安
価
な

こ
と
が
多
く
、
医
療
費
の
自
己
負
担
が
軽

く
な
り
ま
す
。
主
治
医
や
薬
剤
師
に
相
談

し
て
有
効
に
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

問 

国
民
健
康
保
険
課

　
☎
２
９
９
８
‐
９
１
３
１

／
☎
２
９
４
２
‐
４
０
２
４
）

対 

身
体
・
知
的
・
精
神
障
害
（
発
達
障
害

を
含
む
）
の
あ
る
未
就
学
児

◎
他
の
施
設
は
、
市
HP
（

こ
ど
も
福
祉

ガ
イ
ド
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
こ
ど
も
福
祉
課
☎
２
９
９
８
‐
９
２
２
３

難
病
患
者
見
舞
金

対 

市
内
在
住
で
、
指
定
難
病
医
療
・
特
定

（
指
定
）
疾
患
医
療
・
小
児
慢
性
特
定

疾
病
医
療
受
給
者
証
の
交
付
を
受
け
て

い
る
方
（
所
沢
市
重
度
心
身
障
害
福
祉

　 

・
特
別
障
害
者
・
障
害
児
福
祉
・
経
過

的
福
祉
手
当
受
給
者
を
除
く
）

◎
平
成
27
年
４
月
以
降
に
申
請
し
、
受
給

し
た
方
は
対
象
外
で
す
。

申 

問
受
給
者
証
、
印
鑑
、
金
融
機
関
の
本

支
店
名
・
口
座
番
号
（
20
歳
以
上
は
本

人
名
義
）
を
市
役
所
１
階
障
害
福
祉
課

☎
２
９
９
８
‐
９
１
１
６
に
直
接

ス
マ
ー
ト
エ
ネ
ル
ギ
ー
補
助
金

補 

助
対
象

　
太
陽
光
発
電
、
コ
ー
ジ
ェ
ネ

レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
（
エ
コ
ウ
ィ
ル
、

エ
ネ
フ
ァ
ー
ム
）、
蓄
電
池
、
雨
水
貯

留
槽
、
エ
コ
カ
ー
な
ど

◎
家
庭
用
の
他
に
事
業
者
用
、
自
治
会
・

管
理
組
合
用
も
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
市
HP

（

ス
マ
ー
ト
エ
ネ
ル
ギ
ー
）
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

申 

請
期
限

　
11
月
30
日

㈬（
第
３
期
受
付
分
）

留 

意
事
項

　
▼
予
算
に

達
し
次
第
終
了
▼
一

部
の
補
助
対
象
項
目

は
工
事
着
工
前
に
申
請
が
必
要
▼
申
請

書
は
市
役
所
５
階
環
境
政
策
課
、
市
HP

で
入
手

申 

問
申
請
書
を
同
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１

３
３
に
直
接

空
き
店
舗
へ
の
新
規
出
店
補
助

補 

助
額
　
初
期
費
用（
店
舗
改
修
費
な
ど
）

の
３
分
の
１
以
内
で
上
限
１
２
０
万
円

対 

市
内
商
店
街
に
あ
る
３
カ
月
以
上
の
空

き
店
舗
に
出
店
す
る
、
市
内
在
住
の
個

人
ま
た
は
市
内
に
本
拠
地
が
あ
る
法
人

◎
詳
細
は
市
HP
（

空
き
店
舗
）
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。
申
請
順
に
審
査
し
、
予
算
に

ひ
と
り
親
家
庭
児
童
就
学
支
度
金

　
市
民
税
非
課
税
世
帯
で
ひ
と
り
親
家
庭

の
児
童
が
中
学
校
に
入
学
す
る
と
き
に
支

度
金
を
支
給
し
ま
す
。

支
給
額
　
対
象
児
童
１
人
に
つ
き
１
万
円

申 

問
申
請
書
を
市
役
所
２
階
こ
ど
も
支
援

課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
２
４
で
入
手
し
、

11
月
30
日
㈬
ま
で
に
提
出

社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
を
郵
送

　
年
末
調
整
や
確
定
申
告
に
必
要
な
証
明

書
を
郵
送
し
ま
す
。

郵 
送
時
期
　
▼
１
月
１
日
〜
９
月
30
日
納

付
分
…
11
月
上
旬
▼
10
月
１
日
〜
12
月

31
日
納
付
分
…
平
成
29
年
２
月
上
旬

問 

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７

０
‐
０
０
３
‐
０
０
４
（
Ｉ
Ｐ
電
話
か

ら
は
☎
０
３
‐
６
６
３
０
‐
２
５
２
５

／
月
〜
金
曜
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後

７
時
、
第
２
土
曜
日
午
前
９
時
〜
午
後

５
時
）

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
開
設
（
訂
正
）

　
本
紙
10
月
号
で
平
成
29
年
11
月
開
設
予

定
と
掲
載
し
ま
し
た
が
、
正
し
く
は
28
年

11
月
開
設
で
す
。
利
用
相
談
は
、
直
接
運

営
法
人
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
ベ
テ
ラ
ン
館

場
下
富
１
０
１
１
‐
１

定 

▼
入
所
…
80
人
▼
短
期
入
所
…
20
人

運 

営
法
人
　
輝こ

う
よ
う
じ
ゅ
か
い

陽
樹
会
☎
２
９
４
６
‐
９

５
２
２

問
高
齢
者
支
援
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
２
０

障
害
の
あ
る
子
ど
も
を
サ
ポ
ー
ト
！

児
童
発
達
支
援
施
設

　
発
達
に
遅
れ
の
あ
る
就
学
前
の
児
童
が
、

日
常
生
活
の
基
本
的
な
動
作
の
指
導
や
集

団
生
活
へ
の
適
応
訓
練
な
ど
を
受
け
ら
れ

ま
す
。
利
用
は
、
市
の
決
定
を
受
け
た
後

に
各
施
設
と
利
用
契
約
を
結
び
ま
す
。

◆ 

松
原
学
園
（
中
富
１
５
３
５
‐
１
／
☎

２
９
９
０
‐
３
４
８
８
）

対 

知
的
・
精
神
障
害
（
発
達
障
害
を
含
む
）

が
あ
り
、
入
園
年
度
当
初
の
年
齢
が
満

３
歳
以
上
の
未
就
学
児

◆ 

か
し
の
木
学
園
（
中
富
１
５
３
５
‐
３

緊
急
地
震
速
報
訓
練
を
実
施

　
防
災
行
政
用
無
線
か
ら
緊
急
地
震
速
報

訓
練
の
放
送
が
流
れ
ま
す
。
こ
の
機
会
に

身
を
守
る
行
動
を
訓
練
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

日 

11
月
29
日
㈫
午
前
11
時
ご
ろ

◎
気
象
状
況
な
ど
に
よ
り
中
止
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

問
危
機
管
理
課
☎
２
９
９
８
‐
９
３
９
９

内
水（
浸
水
）ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
更
新

　
台
風
９
号
に
よ
る
浸
水
被
害
を
も
と
に

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
更
新
し
ま
し
た
。

閲 

覧
場
所

　
上
下
水
道
部
下
水
道
整
備
課
、

市
役
所
４
階
危
機
管
理
課
、
ま
ち
づ
く

り
セ
ン
タ
ー
、
市
HP
（

浸
水
）

問
下
水
道
整
備
課
☎
２
９
２
１
‐
１
０
２
３

市・
県
民
税
の
申
告
は
お
済
み
で
す
か
？

　
平
成
28
年
度
（
27
年
中
の
収
入
）
の
申

告
が
必
要
と
思
わ
れ
る
方
に
11
月
中
旬
に

申
告
書
を
郵
送
し
ま
す
。
申
告
書
が
届
い

た
ら
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
27
年
中
に
収

入
が
な
い
場
合
も
申
告
が
必
要
で
す
。

　
な
お
、
29
年
度
の
申
告
書
は
29
年
１
月

下
旬
に
送
付
予
定
で
す
。

問
市
民
税
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
６
４

夜間納税・相談窓口
◆開設日時
11月１日㈫、11月30日㈬、12月１日㈭
午後５時 15分～８時

問市役所２階収税課☎2998‐9073

11月30日㈬
▶国民健康保険税（第５期）

納期限のお知らせ
お
知
ら
せ

午前8時30分～午後0時30分

取り扱い業務 問い合わせ
転入・転出・転居などの
手続き、印鑑登録、住民
票や戸籍などの証明書

市役所１階市民課
☎ 2998‐ 9087

国民年金の手続き
同１階市民課
国民年金担当
☎ 2998‐ 9095

国民健康保険の手続き 同１階国民健康保険課
☎ 2998‐ 9131

後期高齢者医療制度の相
談※

同１階国民健康保険課
後期高齢者医療担当
☎ 2998‐ 9218

課税・非課税証明書、納
税証明書

市民税課
（同１階特設窓口）
☎ 2998‐ 9064

市税・国民健康保険税の
納付

収税課
（同１階特設窓口）
☎ 2998‐ 9073納税相談※

まちづくりセンターでは※はできません。
業務の詳細は、事前にご確認ください。

毎月第２・４土曜午前

休日開庁
場市役所・まちづくりセンター（並木を除く）

11月12日㈯・26日㈯

10 ～ 12 月は
滞納整理
強化期間！

平
成
29
・
30
年
度

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
の
受
付

日 当番店 電話番号
３日㈷ ㈲石和設備工業 2993-8108
５日㈯ ㈱楽々（らくらく） 2923-4900
６日㈰ ㈱貫井産業 2993-0110
12日㈯ ㈱手島工業 2944-7469
13日㈰ ㈱金子設備工業 2944-0515
19日㈯ 上野管工㈱ 2923-5890
20日㈰ ㈲本田技管 2948-1300
23日㈷ ㈱楽々（らくらく） 2923-4900
26日㈯ ㈲新井設備工業 2948-4013
27日㈰ ㈲平塚設備工業 2923-5778

◎松井まちづくりセンターは施設内の空調工事の
ため、11月12日㈯は行いません。


